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 初秋の候，皆様におかれましては，ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

また，日頃より，北柏駅北口土地区画整理事業（以下「当事業」という。）におき

ましては，皆様の格別なる御理解と御協力を賜り，厚くお礼申し上げます。 

 今回の区画整理だよりは，事業計画（第６回変更）の内容のほか，新住所に関す

ることや土地区画整理審議会の開催内容についてお知らせいたします。  

 今後も，当事業の推進に努めてまいりますので，皆様の更なる御理解と御協力を

お願いいたします。 

 

 

                      

 土地区画整理事業の換地処分公   ※下図赤枠内(区画整理事業地内)が 

告の翌日（令和８年３月予定）に    対象です。 

は，整備された道路や街区にあわ  

せて町界を変更し，新しい地番を 

設定する必要があり，併せて町名 

の変更を検討します。 

 根戸上町会や当事業の権利者の 

方々には，ご意向を把握するため 

のアンケート調査のお願いをさせ 

ていただきました。ご協力いただ 

き，ありがとうございました。 

 アンケート調査の結果につきま 

しては区画整理だよりにて，改めてご報告いたします。 
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 令和５年２月１７日（金）に，事業計画（第６回変更）（案）に伴う権

利者説明会を開催しました。３部構成（１０時，１４時，１８時）で開催

し，合計２０名の方にご出席いただきました。  

 説明会では，事業計画変更案に関することのほか，駅前広場周辺の土地

活 用 ※ １ や 北 柏 駅 南 北 自 由 通 路 整 備 事 業 ※ ２ に つ い て ご 質 問 い た だ き ま し

た。事業計画変更案については，大きなご指摘等はなくご理解いただきま

した。  

 

 

 

 

 

 

 事業計画の第６回変更について，令和５年４月１１日付けで千葉県知事  

に認可され，令和５年４月１７日に公告し，変更の手続きが完了しました。  

 このことに関する図書は，北柏駅周辺整備課の現地事務所（柏市根戸  

１８５４－８）でご覧になれます。  

 事業計画の変更に関する概要は，以下のとおりです。  

 

【資金計画の変更について】  

 過年度の実績や残事業を踏まえ，資金計画を見直しました。  

 但し，全体額に変更はありません。  

 

【施行地区の変更について】  

 地区外のマンションの敷地の一部（７．８２㎡）を施行地区から除

外しました。（下図③）  

 

【設計の概要の変更について】  

 変更後の設計図は下図のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な変更箇所と内容）  

 ①⑥⑦  ：公園・緑地の面積，形状の変更（一部宅地化）      

 ②④⑤⑧：道路付帯地の面積，形状の変更  

 ③    ：施行地区の変更  

 ⑨    ：事業上，道路の位置づけを変更 (歩行者専用道路から 歩道 )   

 

 

 令和５年７月１４日（金）に，第４４回柏都市計画事業北柏駅北口土地

区画整理審議会を開催しました。  

 審議会では仮換地指定について諮問し，原案のとおり承認されました。  

【議案】  

 仮換地の新規・変更指定について  

  仮換地指定率：９９．６％（令和５年９月１日現在）  

 

※ 1  駅 前 広 場 周 辺

の  
   土 地 活 用 に つ い て  

   概 要 は コ チ ラ  

※ 2  北 柏 駅 南 北 自 由 通 路  

   概 要 は コ チ ラ  

   整 備 事 業 に つ い て  

   変更 箇所  

 

 

 令和５年７月号の広報かしわに，  

「北柏駅北口周辺のまちづくり」が  

紹介されました。  

 右のＱＲコードから掲載ページに  

アクセスできます。ぜひご覧ください。  
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【建築行為等の制限】 

 土地区画整理事業施行地区内には， 

 建築行為等に制限 があります。※１ 
 土地区画整理法に基づく許可申請が 

 必要です。  

 

   例えば，以下の行為が該当します。 

  ・家や店舗の建築（改築や増築も含む） 

  ・その他工作物（フェンスや塀等） 

  ・盛土，掘削など土地の形質の変更 

 
 
 また，当地区においては， 

 地区計画 が定められております。※２ 

 都市計画法に基づく届出が必要です。 

 担当課（柏市 都市計画課）へご相談ください。 
 

 

 

【権利の変動】 

・所有権や借地権等の権利について，異動や変動，消滅があった場合は「権利の異動届」，

「住所等の変更届」の提出をお願いします。 

 ・土地の分筆，合筆を行う際は，事前に必ずご連絡ください。 

 

               その他，事業に関するご相談やご不明な点がござい 

               ましたら，下記までお問い合わせくださいますよう 

               お願いいたします。 

お問い合わせ 
〒277-0831 柏市根戸 1854-8 
柏市 都市部 北柏駅周辺整備課 
電話 04-7160-3851 FAX 04-7160-3850 
E:mail:kitakashiwaseibi@city.kashiwa.chiba.jp 

※１：土地区画整理法第７６条の規定による 

※２：都市計画法第５８条の２の規定による 

申請書は， 

柏市ホームページより 

ダウンロードできます。 
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